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樫済 論叢(京 都大学)第160巻 第2号,1997年8月

新 しい空港整備 とその経営方式への転換

松 本 秀 暢

1は じ め に

空港などの交通社会資本の整備は,投 資の外部性や排除困難性のゆえ収益性

が一般的に悪 く,.また多額の初期投資や長期の懐妊期間に起因する事業として

の不確実性を伴 う。さらに公平性の確保,基 礎的な標準サービスの提供,国 土

の均衡ある発展の促進,社 会経済活力の維持 ・増進 とい う政策的な役割も担っ

ている。従来 このような交通施設の整備は国,.地方公共団体,公 社 ・公団 と

いった公的機関が主体 となり,公 的資金によって行われてきた。しかしながら

現在では公共事業関連費の財政的制約や,大 都市およびその周辺部における地

価高騰等による建設費の増大に伴い,世 界的に民間活力(資 金 ・ノウハウ等)

の導入を積極的に進めようとする動きが強 くなっているll。そのね らいは財源

の多様化を図り,経 営効率を高め,収 益向上そして独立採算を確保することに ・

ある。 また世界的に航空規制緩和が進行すると予想されるなかでZ,これからの

空港運営については,空 港自身の裁量余地を拡大 し経営改善に努めるべき段階

1)諸 外国の状況をみる とイギ リ.ス,オ ース トラ リア等では空港の民営化が積極 的に進 められ てき

てお り,ま た カナ ダでは空港 の運営 ・管理の地方への移管が進め られで.・る。具体 的にはオース

トラ ワアについては シドニー ・メルボルン ・ブ リスベー ン ・パースの4大 国際空港 と.各州 の地方

空港の合計22空 港を1996年 か ら民営化す る。それ によ って民間資金の沽用 による空港 閏の競争を

促進 し,乗 降客や航空機 の離着陸 サービスを高め,同 時に政府 の財.政再建 を進 める計画であ る。

また カナ ダにつ いてぱ当面の対象空港はモ ン トリオール ・バ ンクーバー ・カルガリー ・エ ドモ ン

トンの4空 港で ある。

2}国 際航 空市場 におい てはアメ リカにおけ.るオープ ンスカイ政策 の提唱,EUに お けるユ997年度
からの域 内航空完全 自由化の実施な ど,ア ジア ・太平洋地域 も.含めて 世界的 に航空規制緩和 が進

行 している。詳 し くは川口 〔1993〕,戸崎 〔1995〕を参照.
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にきている。つまりこれからの空港は経営効率を向.ヒさせ商業指向的な収益を

もたらす事業として運営すべ きであり,そ のなかにおいては民間資本導入をは

じめいかに整備財源の多様化を図るべ きか,最 終的に空港は完全民営化される

べ きか3〕,さ らには国土計画における多極分散化政策との整合性を保つ上で も.

公的セクター.の役割はどうあるべ きかなど様.々.な問題が存在す る。そして各空

港に大幅な経営権を譲渡し独立採算で運営 した場合,発 生 した会計上の損失を.

どう処理すべきか,ま た空港間の内部補助は正当化されるのが など解決 しな

ければならない問題は多い。

以上をふ まえて本稿ではこれからの空港整備と財源方策,お よび空港運営の

新たな視点をいくつか取 り..ヒげる。具体的にはこれか らの空港整備財源とその

運営のあり方について開発利益還元,商 業的空港モデル,限 界費用に基づいた

料金政策,空 港問提携などの新 しい空港整備 ・経営方式への転換 とその適用め

是非について検討する。

11開 発 利 益還 元

これからの日.本の空港整備において.は,過 度の利用者負担を改め一般財源の

投入割合を増やすなど,新 たな空港整備 システムに転換する必要がある5〕。利

用者負担中心では長期的視野に立った財源調達は難 しく,ま た世代間の不公平

が生じる等の限界があり,そ のための代替的な資金調達の手段 としてこれから

3>英 国空 港公団(BAA)は19864一 に民営化 され英 国空港会社(BAAplc)と して再発 足 した。

その結 果.旧BAAの 管理 下にあ った7牢 港 〔ロ ン ドンの ヨ空港 とスコ γトラ ン ド地区 の4空

港),お よび1990年 に買収 したサザ ンプ トン空港 の合計 呂空港 は各 々有限責任会社 とな り同社 の

チ 会社 となってい る。

4>日 本で は空港公団であ る新東京国際空港 と株式会社で ある関西国際空港 を除 けば,全 国の全 て

の空港収支 は空港整備特別会計 によ って 一括 管理 され てい る。各空港の採算ベー スで比較する と,

黒字 になッてい るのは羽田空港 のみ といわれ,実 質的 に羽 田空港か ら他空港への内部補 助が行 わ

れ ていることになる。

5)他 会計 との比 較を行 うと,公 共事業費 に占める割合 は道路,港 湾が各々28.5%,4,1%で ある

の に対 して空港 は1.4%で あ り,財 源の割合 を とってみて も ・般=特 定=借 入の順に道路が38

38:24,港 湾が74:5:aで あ るのに対 して空港 は7=43:50と,極 めて一般財源の投 入割合が

少 ない といえる.
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は開.発利益の還元等をもっと積極的に活用すべ きである。それには現在欧米各

国でみられる交通施設整備への開発利益還元のための諸制度が参考になる。特

にアメリカにおいては地下鉄 ・道路の建設に開発利益の還元が採用されている

ところもあり,こ れらの手法にはこれか らの日本の空港整備において注 目に値

する点も多い。以下では特にアメリカの交通施設整備財源を参考にしなが ら空

港整備における開発利益還元の適用について考える。

1.交 通施設整備財源の負担方式と開発利益還元方法

交通施設整備財源の負担方式は公的負担と受益者負担の2つ に大別される。..

公的負担とは政府による負担 ・助成のことで主に租税収入に基づ くものである。

一方,受 益者負担は直接受益者負担 と間接受益者負担 に区分で きる。前者は直

接受益者である当該交通施設利用者による運賃 ・料金負担のことであ り,後 者

には他交通機関 ・他路線の利用者による.負担と当該交通施設整備に起因した上

地 ・不動産の資産価値や使用価値(収 益性の増大等)を 根拠 とした負担(開 発

利益の還元)と がある。さらに開発利益の還元は開発者負担 と不労利得者によ

る負担(外 部経済利益の還元〕とに分けられる。開発者利益の還元と外部経済

利益の還元の違いは,前 者が土地 ・不動産の開発者が開発行為による利益を公

共に還元することを指すのに対 して,後 者は交通施設整備に伴 って周辺の土

地 ・不動産の資産価値や使用価値が上昇することによってその使用者や利用者

が利益 を得 る場合,こ の不労利得(Wind正allBene丘t)を 社会 に還元す る

(ValueCapture)こ とを指す。開発者利益 と外部経済利益の還元方法の違いを

示す と第1図 のようになる 〔林 ・富田(1992)〕 。

以上のことをふ まえて次に開発利益還元の形について考えると,還 元対象者

また負担の根拠 となる利益の内容によって次のように分類できる。

.(1)一 体開発による外部効果の内部化

土地の増価の見込める周辺地区を.含めて先行取得し,周 辺土地 と一体開発を

図ることによ り外部経済効果を事業者自らが内部化する。
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第1図 開発者利益 と外部経済利益の還元方法の違 い

1.開 発者利益 の還元2.外 部経済利益の還元

土地 ・不動産か ら

収益 を得る主体

土地 ・不動産の

開発者

開発 者負担 金等

.↑負担金 ・寄付等

自 沽 体

出所)林 ・富田 〔1992ユ

②.「 般的な土地税制による還元

土地価値 ヒ昇に伴 う利益あるいは住民が間接的にうける利益に課税して,社

会資本整備の原資に充てる。課税の方法には譲渡益に対するキャピタルゲイン

税 と資産価値に対する上地保有税等がある。

(3)一 般的な土地税制以外による還元

受益者の地理的範囲が特定される場合,そ.の 便益(SpecialBenefit)に 対 し

て課税する。

(4)開 発者利益の還元

公共施設整備のための支出の一部を整備を行った開発者および土地所有者に

負拙させる。

2.ア メ リカにお ける開発利益 還元制度

開発 利 益 還 元制 度 が もっ と も充 実 して い る の は アメ リカ で あ る。 第1表 は ア

メ リカ にお い て交 通 施 設 整 備 に用 い る こ との で き る開 発利 益 還 元 制 度 を示 して

い る。
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第1表.ア メ リカにおけ る交 通施設 整備 に用い られ る開発利益還元制度の種類

① 開 発 負 担 金 制 度(De,・1・pmentExact;・ns)

・.イ ン パ ク ト フ ィ ー(lmpaじtFじe=IF)

・ リ ン ケ ー ジ(Linkage)

。個 別 協 議 に よ る 取 立(NegotiatedExaction>

・特 別 寄f寸(AdhocDeveloperContribution)

・出 人 口接 続 負 担 金(ConnecterFee)な ど

② 租 税 制 度

。価 値 捕 捉 税(ValueCaptureTax:VCT)

・税 ⊥曽取 分 に よ る 資 金 調 達(TaxIncrementalFinancing:TIF)

。売 ヒ税(SalesTax)な ど

出所)林 ・富 出 〔1992〕.榊 原 〔1994〕 よ り作 成

①.開 発 負 担 金 制 度(Devel・pmentExactions)

開発 負 担 金 制 度 の代 表 的 な もの に イ ≧パ ク トフ ィー と リ ンケ ー ジが あ る 。 イ

ンパ ク トフ ィー(lmpactFee)と は宅 地 の 開発 行 為 が 社 会 資 本 に対 す る需 要

を増 加 させ るた め,そ の 整備 の た め の資 金 を業 者 か ら徴 収 す る制 度で あ る。 リ.

ンケ ー ジ(Linkage)と は 大都 市 にお け る大 規 模 な事 務 所 ス ペ ー スの 建 設 が 住

宅 需 要 を増 加 さ せ る こ とか ら,事 務 所 の 規 模 に 応 じた 戸 数 の住 宅 建 設 また は建

設 費 用 の負 担 等 を 関係 者 に義 務 づ け る制 度 で あ る 〔榊 原(1994)〕 。

② 租 税 制 度

租 税 を 用 い た 開 発 利 益 還 元 手 法 の1--Dに 価 値 捕 捉 税(ValueCaptureTax:

VCT)が あ る。 これ は社 会 資 本投 資 の 結 果,周 辺 部 の 固定 資 産 価 値 が ト昇 し

固定 資 産 税 も増 収 とな るの で,増 収 分 の 一 定割 合 を社 会 資 本 に振 り向 け る とい

う もの で あ る。 ま た 税 増 収 入 に よ る 資 金 調 達(TaxIncrementalFinancing=

TIF)は 価 値 捕 捉 税 よ り も積 極 的 な財 源確 保 の 手段 で あ る。 これ は社 会 資 本 の

供 用 に よ って 便 益 を受 け る特 別 課 税 地域(SpecialAssessmentDistrict:SAD)

を指 定 し,そ の 内 部 で 不 動 産 評価 額 の べ 「 ス を決 定 して そ れ に対 応す る税 収 は

一 般 会 計 に
,そ れ 以 上 増 加 した分 はTIF基 金 に積 み 立 て社 会 資 本投 資 の原 資

とす る もの で あ る 〔榊 原(1994)〕 。適 用 事 例 の1つ に サ ンノ ゼ(SanJose)市
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固定資産税納付額

建 設.

↑

事業完成

1資 金 調 達

出所)長 谷川 〔1992〕
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第2図TIFの 仕 組 み

.

』

i 定資産税
一一レ 開

1.

従 来の評

よる固定

一一 レ市

将来 の収益 を財源 と して

レベニ」.一ボ ン ドの発行

よる固定資 産税分

年次

の開発局が行っている都市開発事業が挙げられる。これは対象地域での開発投

資による財産税の基準額をこえる増収分は開発の見返 りとしてすべて開発当局

の収入とし,そ れを財源に レベニューボンド(RevenueBond>を 発行 して資

金を調達するとい う方式である。この仕組みは第2図 のようになっている。

TIF方 式は1>事 業資金の援助のための税増収債を.発行し,2)事 業区域に

おいて税増収計画が有効である期間,不 動産税額のうち一般財源となる部分を

凍結し,3)事 業の実施 による税増収.入を税増収債 の償還を行 う再開発局に与

えることによる。ただ し対象とする地域の特定 と社会資本整備による便益め計

測等の特定が困難で大 きな焦点 となっている 〔長谷川(1992)〕 。

また売 ヒ税(SalesTax)に 関.しても,交 通施設整備の利益がおよぶ範囲を

特定してその地域に限って売上税を増徴する制度がある。適用事例 としてはサ

ンフランシスコ湾岸鉄道(BART)が 有名である 〔林 ・富[H(1992)〕 。
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3.空 港 整備たおけるこれからの財源方策

空 港 の もた らす 便 益 は きわ め て 大 き く,し か も空 港 を整 備 す る財 源 も限 られ

て い る。 従 って空 港 の 整 備 にあ た って は 開発 利 益 を還 元 す る手 法 を も っ と考慮

す べ きで あ る。 以 下 に考 え られ る方 法 を 挙 げ る 〔榊 原(1994)〕 。

(1)周 辺 地 域 との一 体 開 発 に よ る外 部 経 済 効 果 の 内 部化

空 港 周 辺 の増 価 の見 込 め る土 地 を先 行 取 得 し周 辺 地 域 との一 体 開発 を行 い,

それ を譲 渡 す る こ とで 外 部 経 済 効 果 を内 部 化 す る。 さ らに採 掘 跡 地 の 開発 も空

港 当局 が 行 う。周 辺 土 地 ・採 掘 跡 地 の開 発 を 自治 体 な い し他 の 団体 が行 う場 合

に は,そ の利 益 を空港 事 業 に還 元 す る6㌔

空 港 周 辺 地 域 には 空 港 の存 在 とそ の活 用 に よ って,航 空 ・空 港 関連 サ ー ビ ス

産 業,エ ア カ ー ゴ基 地 な どの貿 易 ・物 流 機 能,航 空 機 製 造 や 整 備 関連 産 業,ハ

イ テ ク産 業 な どの 研 究 開発 型 産業,情 報 ・コ ンベ ンシ ョ ン ・7ァ ッシ ョンな ど

の交 流 型 産 業,国 際 金 融 ・商業 機 能,レ ク リエ ー シ ョ ンや ア ミュー ズ メ ン ト空

間 な ど,多 様 な産 業 や 機 能 の 立 地 ・形 成 の可 能 性 が あ る。

働 課 税 方 式

税増 分や 価 値 捕 捉 税 等 の手段 で,空 港 の 存 在 に よ って生 じた 固 定 資 産 税 の 増

徴 分 を 空港 整備 に 充 て る。 また 出 資 ・融 資 補助 金 ・土 地 等 の無 料 譲 渡 に よ って..

自治 体 か ら資 金 を還 元 す る方 法 も考 え られ る。

(3)地 方 債 の発 行

レベ ニ ュー ボ ン ドを発 行 して空 港 の建 設 に充 て,着 陸料 ・空 港 使 用 料 ・.税増

収 等 の 収 入 に よ って償 還 す る 。

(4)BOT法.

これ は プ ロ ジ ェ ク トフ ァ イナ ンス の 一種 で,民 間 企 業 が 事業 の企 画 か ら資 金

6)こ の ような空港の立地を活用 した一体的 なエア7ロ ン ト地域の開発整備の事例 と しては.ダ ラ

ス ・フ †一 トワース空港によ って形成 され たラスコリナ スや デンバー新国際空港の建 設に伴 う周

辺都市形成な どが アメリカにおいてみられ,ま た ヨーロ ッパ において もニース ・コー トダジュー

ル国際空港 を軸 に世界の先端 技術産業と研 究開発 ・教育機能の集積に よって形成されたソフ ィア

ア ンテ ィポ リス等の都.市開発事業が挙 げ られるり
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調 達 ・運 営 ・管 理 を行 い,運 営 期 間 中 の収 益 で 資 金 回 収 を 図 り,期 間 終 了 時 に

施 主 に譲 渡 す る方 法 で あ る 〔長 谷 川(1992)〕 。 フ ィ リ ピ ンの マ ニ ラに お け る 空

港 整 備 に は,イ ンフ ラ施 設 プ ロ ジ ェ ク トの実 施 と運 用 に民 間 部 門 の 参 加 を促 進

す る このBOT(建 設 ・運 用 ・移 管 〉 方 法 が 進 め られ て い る。

㈲ 不 動 産 の証 券 化

これ は 不動 産 を バ ック に した 証 券 め 発行 を通 じて羽.土地 を活 用 す る プ ロ ジ ェ.

ク トに必 要 な 資金 を資 本 市 場 か ら調 達 しよ う とす る もので あ る。 投 資 家 に と っ

て は少 額 で.も優 良不 動 産 プ ロジ ェ ク トに投 資 し開 発利 益 を享 受 で きる とい う.メ

リ ッ トが あ る。 民 間資 金 の活 用 とい う点 か らみ て も,開 発 利 益 の社 会 へ の 還 元

の公 平 性 とい う点 か ら も今 後 の資 金 調 達 の有 力 な 手段 と して期 待 で きる 〔村 上

`(1990)〕
o.

m商 業的空港モデル

空 港 の収.入は一 方 で は航 空 に 関連 した活 動,他 方 で は航 空 以外 ま た は商 業 活

動 か ら生 じて い る。 前 者 は 主 と して着 陸料 や 旅 客 サ ー ビス施 設使 用料,航 空 交

通 管 制 料 等 か ら な り,後 者 に は事 務 所 や チ.エ ック.インデ ス ク の 賃 貸 料,コ ン

セ ッシ ョ ン,か ら の収.入,駐 車 料 な どが 含 まれ る。.一般 的 に は交 通 が 増 大 す る

に つ れ て 商 業 活 動 に よ る収 入 の シ ェ ア は総 収 入 に対 して増 大 す る傾 向 にあ る8}

〔Doganis(1992)〕 。 第3図 は ヨー ロ ッパ お よ び ア メ1」カの 空 港 の 平 均 的収.入

構 造 を示 し てい る。 現 在,空 港 は従 来 の 直 接 的 な顧 客 また は利 用 者 の基 本 的

ニ ー ズ を 満 た す こ とを 「要 な仕 事 とみ なす伝 統 的 空港 モ デ ルで は な くて,空 港

にお け るあ らゆ る 活動 の収 入 を極 大 化 す る こ とを 目的 とす る商 業 的空 港 モ デ ル

を選 択 して きて お り,こ の傾 向 は ます ます 強 ま りつ つ あ る。例 え ば フラ ンク フ

ル トや ミュ ンヘ ンの 空 港 に お い て は,空 港 に集 ま る人 々を 空港 経 営 の有 効 な収

.7)コ ンセ ッション料・は多様 なサー ビス提供者が空港用地でサー ビスを提供す る権利 の代価 として

空港当局へ.文払 うものをい う。

8)1.00D万 人以上の航空旅客 を取 り扱 う空港.においては,商 業 活動による収入は平均 して.総収入

の50箔 か ら60%に な っている 〔Doganis(M2)〕 。
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入 源 と考 え.,こ れ らの 人 々 の ニ ー ズ に配 慮 した ター ミナ ル機 能 ・施 設 ・環 境 ・ ゴ

サ ー ビ ス を提 供 す る こ とで,交 通 の結 節 点 で しが な か った 空港 を来 訪 者 が 快 適

に過 ごせ る空 間 に演 出 し観 光資 源 と捉 え てい る。 そ れ は空 港 を ビジ ネ ス の機 会

とみ なす こ とを 意 味 し,収 益 性 の あ る 関連 事 業,例 えば ホ テ ル ・駐 車 場 の運 営,

コ.ンセ ッシ ョンの経 営 ,事 務 所 ・土 地 の賃 貸等 を行 う こ とで 空 港 整 備 資 金 を調

達 す る こ と も可 能 に な るで あ ろ う。

IV料 金 政 策

現在までの空港の料金構造の基礎 にある考え方は,道 路.や公共交通と同様に.

空港は重要な公共サービスを提供 し,地 方政府または中央政府によって運営さ

れ資金が調達される準公益事業であるということであった。この考え方によっ

て空港料金に関して次のような帰結がもたらされた。第1.に 中央または地方政

府は空港の.発展および投資を支援 し,発 生 した運営上の損失は補助金によって

保証する,第2に 空港料金政策はもっぱら提供された施設の費用を回収するこ

とを基礎 とする,第3に 空港は同一条件で全ての人に自由に利用されるべきで
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ある等である。この結果,空 港料金は個々の利用者が空港に課す費用とは無関

係に,空 港の費用を利用者間で平均化することになった。価格を費用に十分に

関連させることに失敗 レたことは,取 り扱いや供給に関 して費用のかかる交通

のピークが徐々に形成される..一方で,一 日の他の時間帯や他の空港において施

設の供給費用が相対的に安 くて も施設の過小利用がなされることを意味する

〔Doganis(1992)〕。

資源の効率的配分を最もよくもたらす料金政策は,財.ま たはサービスの価格

を財またはサービスを供給する限界費用に等 しくなるように設定することであ

る。以下では限界費用価格形成原理に基づいたこれからの空港の料金政策につ

いて考察する。

1.規 模の経済性と固定費の回収

元来,空 港は生産量の広範囲な値にわたって宰均費用が逓減する産業,す な

わち費用逓減産業であ りその地域での空港需要を独占している。一般 に国また

は公的機関によって運営されている空港は,巨 額の固定費用を回収するために,

価格を収入と費用がバランスする.水準に設定する平均費用価格形成(独 立採算

性)を 採用 している。 しか し社会的に望ましい価格水準は需要曲線 と限界費用

曲線が交わる点で,そ の時供給量は平均費用価格形成の場合のそれよ り増大し

総余剰 も最大になる。しか しその時空港は規模の経済性のため総費用 を回収で

きず固定費分の赤字が発生する。 ここでは限.界費用価格形成による資源配分上

の効率をあまり歪めないで,利 用コス トを下げ利用者拡大を図り,か つ空港の

総会計費用を回収するためにはどうい う料金政策を採用すべきかについて検討.

する。

(1)価 格差別(PriceDiscrimination)

空港は しば しば当該地域において空港サービスに対する独占力を持 っている。

2国 間航空協定に装いて国際的なゲー トウェイとして指定された空港において

は特にそうである。空港は費用逓減産業のゆえに限界費用価格形成によって赤
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字 が 生 じ る場 合 に は,そ の独 占力 を利 用 す る こ と に よ って会 計 上 の 損 失 を 回避

で き るか も しれ な い6そ の典 型 的 な手 段 の1つ と して価 格 差 別 が 考 え られ る。

こ こで は2つ の 空港 サ ー ビス市 場,(A)市 場 と(B)市場 を考 え る。(A)市 場 と〔B)市

場 の 料 金 と供 給 量 を各 々(P,,Pb),(Q。,Qh)と す る と,価 格 差 別 で は 次 式 を満

た す よ う に両 市場 の料 金 と供 給 量 が 決 定 され る。

MC=P,(1-1/ηa)=Pb(1-1/nn)

#だ し η、=P、dQ、・Q、dP、,ηb=PbdQゾQbdPb

つ ま り需 要 の価 格弾 力 性 が 大 きい サ ー ビ ス市 場 で は低 い料 金 が,需 要 の 価 格

弾 力 性 が 小 さ い サ ー ビス市 場 で は高 い 料 金 が課 され る こ とに な り,こ れ は 一 種

の 支 払 い 能力 に基 づ く料 金 政 策 とい え る。例 えば需 要 の価 格 弾 力 性 の 大 きい と

思 わ れ るチ ャー ター便 の料 金 は低 く し,需 要 の価 格 弾力 性 の小 さい と思 わ れ る

定期 便 の料 金 は高 くす る よ うな戦 略 が 考 え られ る。

(2)ラ ム 葦 イ プ ライ シ ング(RamseyPricing)..・

ラ.ムゼ.イ価 格 形 成 の もとで は独 立採 算 下 でで きる だ け適 正 な資 源 の 配 分 が 行

わ れ る,つ ま り収 支 均 衡 とい う条 件 下 で社 会 全 体 の 余剰 は最 大 限 に高 め られ る。

限 界 費用 料 金 で は 固定 費用 を賄 うほ どの収 入 を得 る こ とが で きな い 場 合,ラ ム

ゼ イ プ.ライ シ ングで は各 々の サ ー ビ スの料 金 の 限界 費用 か らの 乖 離 率 を,そ の

サ ー ビス に対 す る需 要 の価 格 弾 力性 に 反比 例 す る よ うに料 金 体 系 が 設 定 さ れ る 。

つ ま り次 式 を満 た す よ うに両 市場 の料 金 と供 給 量 が 決 ま る。

[(Pa-MCa)/P.]/ηa=[(Pb-MCb)ノPb]/ηb

ただ しn==P。dQ。 心 。dP。,ηb=PbdQ識bdPb

ラム ゼ イ ル ー ル にお い て は両 サ ー ビス は 限界 費 用 料 金 の もとで の 最 適 な 生 産

量 水 準 か ら同 じ割 合 だ け乖離 す る こ とが 望 ま し く,そ れ ゆ え需 要 の価 格弾 力性

が 大 きい サ ー ビス は限界 費用 か らあ ま り高 くない 価 格 を,弾 力 性 の小 さ い サ ー

ビス は相 対 的 に高 い価 格 をつ け る必 要 が あ る 。 この 時,(P,,P,)が 独 立 採 算 下

で の最 適 な料 金 の 組 み 合 わせ(ラ ム ゼ イ価 格)に な り,ま た 固 定 費 用 も回収 さ

れ る。
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(3)地 方政府補助

最善料金である限界費用料金では平均費用を下回るので,空 港は採算が とれ

ずこのままでは空港サービスの供給を続けることは困難となる。しかし限界費

用料金の もとで発生する総余剰が空港事業の赤字分を上回る場合,空 港投資は

採算性に関わらず社会的有用性を持つ。 この場合空港事業者の損失を社会が補

填することは正当化されるだろう。 しか しながら補助金算定のための総余剰の

測定は困難である上,税 収による損失補填には資源配分の効率性 ・所得分配の

公平性の問題が生 じ,.さ らに空港事業者に費用最小化誘因が働かないなどの

様々な問題点 もある。

(4)内 部補助

空港が商業指向的であるならば,商 業活動か らめ収入はそうした活動のため

の完全配賦費用(fullyallocatedcost)を 上回っているので,そ れを空港事業

全体 としての収支均衡のために利用できる。実際,ほ とんどんの大型空港は航

空関連部門への内部補助のために商業収入を利用 している 〔Doganis〔1992)〕。

ただこうした航空関連 と航空以外の部門間内部補助が正当化されるのか という

問題も残るであろう。

2.空 港制約下での限界費用価格形成原理の適用

航空規制緩和が進行するなかで世界の多くの大型空港ではその容量が大幅に

不足 している。そのなかで空港の混雑が しば しば発生 し,特 にピーク時の旅客

の遅延は相当なものになっている。 これからも滑走路の容量等は将来の需要に

対応できないと予想される。空港制約は長期的には空港投資によって解決すべ

きであるが,こ こでは空港制約下で市場価格 メカニズムを活用する方法をい く

つか取 り上げる。そうすることによって空港サービス需要は諸空港間に,あ る

いは同じ空港でも時間別に適切に分散し,資 源は社会的に適正に配分されるだ

ろう。.

(1)混 雑料金
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大都市での空港は非常に混雑 している。それによって航空機の遅延が発生し,

その結果時間費用の相当な社会的損失がもたらされている。また航空機の運航

速度の低 ドや,着 陸のための順番待ちによって上空旋回をするために発生する

燃料費用の増大,利 用者が被る不快感や疲労など混雑の社会的費用が発生して

いる。こう.した外部不経済による社会的損失が利用者によって適正に負担され

ていないために,交 通量が社会的にみて過剰になっている。この場合交通サー

ビスの供給量を,外 部不経済をも含めた社.会的限界費用と需要曲線が交わる程

度にまで抑えることが効率性の観点から最適であり,こ の時混雑料金の導入が

考えられる。

第4図 のケース1に おいて混雑料金が課されていない場合,空 港サービスの.

供給量は私的費用曲線 と需要曲線が交わ るQ2に 決 まるが,こ の時三角形

EGHに 相当する厚生損失が発生する。この場.合混雑料金 をEFだ け課せば空

港サー ビスの供給量はQlま で減少し,資 源配分 は社会的に最適になる。利用.

者側か らみれば消費者余剰は主角形DHP2か ら三角形DEP,に 減少するが,

これを混雑料金収入PLFEP3が 上回る場合,.混 雑料金の導入によって社会的便

益が発生するといえる。問題はこの混雑料金収入の使途であるが,こ れらは混

雑緩和のための交通投資を行う等によってなんらかの形で利用者に還元されな

ければならない。また混雑料金で投資コス トを賄えば投資水準は適正化する。

しか し最適な投資のための投資コストを混雑料金収入で全て賄えるかどうかは

規模の経済性に依存する。ケース1の ように規模の経済性が存在ずれば四角形

P、IEP,だ け赤字が発生する。混雑料金だけで投資を賄うとすればLACと 需要

曲線 との交点であるJ点 にな り,空 港サービスの供給章(投 資)が 過小にな

る。ケース3の ように規模の不経済が存在すれぼ料金収入が投資コス トを上回

り,四 角形P3EGP2分 の黒字が発生する。またケース2の ように規模の経済一

定の場合には混雑料金収入が投資コス トに一致する。そこで実際に規模の経済

性が存在するか どうかが問題になるが,大 都.市圏の空港のように需要が大 きく

また長期的に空港投資を考えた場合,.用地買収や造成 ・建設などの巨額の固定
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費.用が 必 要 で あ るの で,い ず れ は規 模 の不 経 済 が 発 生 す る と思 わ れ る。 つ ま り

大 都 市 圏 に お け る大 型 空 港 に お い て は ケ ー.ス3の よ うな状 況 が 想定 で きる とす

る と,混 雑 料 金 収 入 が 固 定 費用 を上 回 る四 角 形P,EGP,を 空港 施設 の拡 張 や 新

空 港 の建 設 の財 源 に充 て れ ば,最 終 的 に空 港 容 量 が 増 加 し費用 曲線 が右 側 に シ

フ トしてい く結 果,ケ ー ス2の 状 況 に移 行 す る。 この 時平 均 費用 最 小 点 で 空 港

サ ー ビ スが 提 供 され 経 済 学 的 に最 適 に な る。 さ ら に この 点 で は規 模 の経 済が.一

定 で あ り,料 金 収 入 と投 資 コス トが 一 致 し投 資水 準 は最適 に な って い る。 以 上

よ り混 雑 料 金 収.入を 新 た な 空港 投 資 の財 源 に用 い れ ば 長期 的 に 空港 投 資 水 準 は

最 適 化 され る とい え る。

(2)ピ ー ク ロー ドプ ライ シ ング(Peak-Load-Pricing>

空 港 サ ー ビ ス に朝 す る 需 要 に は流 動 性 が あ る。 一般 的 に時 間 ・曜 日 ・月 ・季

節 に よ って 需 要 の大 きさ は異 な る。 こ の よ うな空 港 サ ー ビス に対 す る需 要 の 変

動 を平 準 化 し,設 備 の 有 効 な 利 用 を料 金 面 か ら 図 るた め の1つ の 方 法 と して

ピ ー ク ロー ドプ ライ シ ングが 考 え られ る。

第5図 に お い て オ フ ピー ク 時 の 需 要 曲 線 をD,D,,ピ ー ク時 の 需 要 曲線 を

D、D、 とす る。 こ こで オ フ ピー ク,ピ ー ク に つ い て 共 通 の料 金P*を 設 定 す る

と,オ フ ピー ク時 の 空 港 サ ー.ビス の 需 要 量 はQ1,ピ ー ク時 の そ れ はQ<に な

りそ の 差 はQ4-Q、 に な る。 この よ う な料 金 設 定 に よ って 決 ま る需 要 量 は効 率

性 の観 点 か ら望 ま し くな い。 ピー ク時 の料 金 をP*か ら限 界 費 用 に 等 しいP,

に 引 き上 げ た場 合,需 要 量 はQ3に 減 少 す る。 同様 に オ フ ピー ク 時 の 料 金 を

P、に引 き下 げ る と需 要量 はQ2に 増 加 し,そ の 差 はQ3-e2へ と減 少 す る。.つ

ま りピー ク ロー ドプ ライ シ ング を実 施 す る こ とで ピー クの需 要 量 を オ フ ピー ク

へ 移 す こ とがで き,需 要 の変 動 を平 準化 で きる。 そ して ピー ク時 の 混 雑 を解 消

し オ フ ピー ク時 の 余 剰 設 備 の稼 働 率 を上 げ る こ とが で き る。 ち な み に ロ ン ド

ン ・ヒー ス ロー 空港 で 採 用 され て い る ピー ク ロー ド料 金 の実 際 を示 す と第2表.

の よ うに な って い る。

また 空港 は大 規 模 な投 資 計 画 を 二 度 に進 め る とそ の単 位 費 用 が 大 き く上 昇 す
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第5図 ピー ク ・ロー ド ・プ ライ シ ング
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出発旅客当た りの料 金

.国内(ポ ン ド) 国際 〔ポン ド)

ピ ー ク 時

4月1日 一10月31日

11月1日 一3月3ユ 日

8.41

5.51

15.32一

オ フ ・ ピー ク 時 228 228

第2表 ロ ン ド ン ・ヒー ス ロ ー 空 港 に お け る ピ ー ク料 金 の 実 際(1991年4月 一一1992年3月)

① 旅 客 料 金 注)

ビrク 時:{国 内)

4月1日 か ら10月31日(月 曜 ロー

金 曜 日)ま で の0700-0829GMT

及 び1830-1959GMT

11月1日 か ら3月31日(月 曜 日 一

金 曜 日)ま で の0800-0929GMT

.及 び1930-2059GMT

(国 際)

4月1日 か ら10月31日 ま で の

0900・一1529()MT

オ フ ・ピー ク時:ピ ー ク時 以 外 のす べ て

の 時 間 帯



②着陸料
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F

ピー ク オ フ ・ピ ー ク

ス タンダー ド

(ポ ン ド)

割 引

(ポ ン ド〉

ス タンダー ド

(ポ ン ド)

割 引

(ポ ン ド〉

16ト ン まで の 航 空機

16ト ンか ら50ト ンま で の航 空機

50ト ン以 ヒの 航 空 機

『

461

461

414.90

414.90

414.90

一

192.50

335.40

50

173.25

301.86

注)。 ピー ク時14月.1日 か ら10月31日 ま で の0700-0959GMT及 び1ア00一一1859GMT

・ICAO付 属d16に 適 合 し ない ジェ ッ ト機 に つ い て
,基 準 チ ャー ジの25%の 追 加 料 金 が 課 せ

.られ,ま た ノ ン ・ジ ェ ッ ト機,16MT以 下 のず べ て の 航 空 機 に 関 して 料 金 の 割 引が あ る。

③ 航 空 機 駐 機 料

レ4時間当た り又はそれ以内

ピークの駐機期間

3.90ポ ン ドプ ラ ス トン当 た り5ペ ンス

4月1日 か ら10月31口 まで の0700か ら1229GMT

に おい て ピ アが 供 給 さ れ るス タ ン ドで は1分 を3分

1 と して カ ウ ン トす る

④エ アバ スA320〔 国際 フ ライ ト)に 対す る時間帯別空港料金

着陸時間/時 間i航 空機着陸料

(1990年)(ポ ン ド)

旅客料.金

(ポン ド)

航 空 機駐 機 料

.(ポ ン ド)

合 計

(ポ ン ド)

4月 ～1Q月 ピー ク

0730時414.90

オ フ ・ピ ー ク

241.68

ピ ー ク

57.90 714.48

4月 一10月 ピー ク

0830日寺414.90

ピ ー ク

1,623.92

ピ ー ク

57.90 2,096.72

4月 一10月 オ フ ・ピー ク
1030時301.86

ピー ク

1.,623.92

ピ ー ク

57.9⑪ 1,993.68

4月 一10月 オ フ ・ピ ー ク
1300時[301.86

ピ ー ケ

1,623.92

ピ ー ク

19.30 1,945.08

4月10月 オ7・ ピ ー ク
1600時301.86

オ フ ・ピ ー ク

241.68

オ フ ・ ピ ー ク

19.30 562.84

ユ垢 皐月 い7施 ク 才 フ ・ピ ー ク

241.68

オ.フ ・ ピ ー ク

19.30 562.84

注〕 。これ らの料金には民 間航空庁 に支払 われ る133ポ ン ドの旅行サ ービス料 は含 まれていない。
。ANW .出発時 の最大離陸重量を73.5ト ン,シ ー.トフ ァクターを70%〔 すなわち乗客106人)

とす る。

。出発 は着陸後55分 とするo

出所)Dogan孟s〔1992〕
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るので,そ の実施に際しては時機を見計 らつて段階的に行わなければならない。

第5図 において交通需要が増大 し需要曲線が.D,D,ヘ シフトしたとす ると,第

1滑 走路の容量限界近くにまでピーク時の需要は増大する。第1お よび第2滑

走路の容量水準に対応す る短期平均費用曲線をSAC,と すると,も し空港が産

出量4sか ら第2滑 走路の運営を開始すれば単位当たりの費用はC,で 変化 し

ない。これよりも産出量の小さい例えばQ・ で第2滑 走路の供用を開始すると,

単位当た りの費用 はC,か らC,.へ 上昇する。交通需要がQsを こえて増大す

ると単位当たりの費用はSACSに 沿って減少し,滑 走路が1本 であった時より

も単位当た りの費用は低い水準になる。

(3).空 港使用権.(ス ロット)の 入札制度

空港制約が短期的に解決されない場合,滑 走路およびターミナルの.スロット

をどう効率的に配分するべきかという問題が生 じる。 この配分問題については

3つ の方法が考えられる 〔Doganis(1992)〕。

① 基本的に航空企業の自己規制による方法.

② 政府または独立の規制当局に委任する方法

③ 価格 メカニズムの利用に基づいた経済的方法

①の方法は現在広範に用いられている方法であ り,年 々の大 きな変動を回避で

きるという利点もあるが,ピ ーク時のスロットが使い果たされるにつれて反競

争的側面を持つようになる。またこうした既得権に基づいたスロットの配分に

は,ス ロットを最 も評価する利用者にスロットが配分さ.れないという資源配分

上の問題点 もある。②の方法は政府または規制当局がスロットの配分過程に介

入し,.一定の制限 ・優先 ・行動基準を課 しなが らより公平なまたより効率的な

資源配分を達成するものである0'。ここでは③の方法を中心にその有用性を検

9}1997年 春 に新.滑走路の運用が 始まる羽田空港 の新発着枠配分問題では,運 輸省は新規 参大会社

2社 に優先配分す る方針を固めている。基本 的には需要 に応 じた路線配分,便 数の少ない路線 へ

の配慮,地 方の新空港向け路線 の充実 の3つ を原則 にした配分の基塗作 りを進めている。そ して

複数社が運航ず る路線を増や し,ま た後.発企 業に一定便数 を確保す ることで競争促進 を図る見通

しで ある。
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訂する。この方法によって以下の2つ の目的が達成される。1つ は稀少な資源

から便益を最も多 く得る人,つ まりそれを最 も評価する人がそれを確保で きる

ことであり,も う1つ は将来の投資に必要な指標 となり得ることである。つま

り競売システムを導入することで混雑 した空港においてスロットの入札を行い,

最 も高い付け値を付けた入札者にスロットの利用が認められるのである。そう

すればスロットの真の市場価値が確定され将来の投資指針が提供されるだろう。

そしてこれらのスロットによって集められた資金を空港容量の追加のために投

下すれば混雑は緩和されるだろう。

以.ヒにみてきた空港制約下におげる限界費用価格形成原理の適用には以下の

ような問題点 もあることに留意しなければならない。 ユつには混雑解消のため

の空港の拡張が土地等の制約のためにできない場合,限 界費用に基づいて得た

余剰利益の扱いをどうするかという問題であり,も う1つ は支払能力に基づ く

この.ような料金政策は社会的 ・政治的に必要であるが,そ れに耐えないサービ

スを排除するか もしれないという公平性の問題である1。〕。

V空 港 間 提 携u,

航空規制緩和が進行するに従って航空需要の増大,航 空企業間の熾烈な競争

と寡占化,そ.し て空港へのコスト削減圧力が強まりつつある。それに伴って従

.来のような自己完結型空港に変化が起こってい.る。つまり航空企業が世界的規

模のネ ットワークを構築すると,空 港は単体 として航空.企業のイコールパー ト

ナーとしての役割を果たせるのかという疑問が生 じてきている。そ して現在ア

ムステルダム ・スキポール空港を中心に新 しい試みがなされつつあ る。スキ

ポール空港では物理的制約を打開するためにも立地点と空港サービスの提供は

別個のものであるという認識のもと,制 約下での既存空港におけるサービスの

10)例 えば離 島と都市 を結ぶ生活路線な どが切 り捨 て られる可能性 がある。

11)こ の章は1995年 に大阪で開催 された 「ア ジア ・太平洋空港会議 〔APAC)一 国際空港シ ンポ ジ

ウムー」の.各種報告 およびアムステルダム ・スキボール空港か ら提供 してい ただいた資料 による。
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第3表 ア ムス テ ル ダム ・ス キ ポ ー ル空 港(A.A.S.)の 空 港 間提 携 の状 況

Curacao

◆Managementcontraじtfor3years:onemanagerp⑪stedinCuracao

◆WriteBusinじssplan/Masterplan

◆Restmetu■eOrgan童zation

◆GeneralsupportfromA.A.S.

Jakarta

◆Managementcontract〆alliance

◆AgreementbetweenKLM/Garuda/A.A.S.

◆ManagementsupporロemployeesofSchipholsecondedinJakarta

◆StartupJointVenture

◆Non-avi融ti⑪Dactivi樋es

・reta皿

●ca「go

・groundhandiing

Vienna:

◆StrategicalliancebetweenA.A.S.enViennaAirport

◆ParticipationA.A.S.inVIEstockcapital(1%)

◆Partnershipcoversfourareas

・Managementsupport(orRetailenProductivityimprovement.

・JointventuredevelopmentRealEstate

・MarketingCooperation

出所)SpeechbyHansSmits(PresidentofAmsterdamAirportSchiphol)atAC.【WoddC〔mfe【 ・

巴nce,Washington13septemher】995よ り作成

.充 実 現存 の経 営 資 源 を生 か した 空 港 関 連 業 務 へ の 進 出(特 に 交 通 ・情 報 のハ

ブ と して の空 港 の 確 立),空 港 活 動 の 他 地 域 へ の拡 張 等 を進 め て い る。 そ の た

め に航 空企 業や 他 空 港 のみ な らず,不 動 産 開 発 業 者 な どの他 産業 にパ ー トナー

を求 め て い る.こ の よ うな提 携 を結 ぶ こ とで競 争 力 の確 保,コ ア業 務 の拡 張 と

リス クの分 散,経 営 資 源 の 有 効 活 用 と育 成,規 模 お よ び範 囲 の経 済 等 が 期 待 さ

れ て い る ので あ る。 そ して そ の提 携 レベ ル は コ ス ト削 減 につ なが る,R&Dの

相 互 協 力 や 資 材 の 共 同 購 入 か ら,技 術 移転 や 業 務 サ ポ ー ト等 の コ ンサ ル タ ン ト

まで 多 様 で あ る。

第3表 は ス キポ ー ル空 港 の 現在 の提 携 進 捗 状 況 を示 して い る。 これ か らは空

港 相 互 の 資 本 参 加 や 吸収 ・合併 もあ り得 るで あ ろ う。 以 上 の よ うに ヨー ロ ッパ

で は新 しい 動 向 が み られ る が,.ア ジ ア に お いて は まだ 空 港 間競 争 が始 ま っ た と
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ころ で あ りそ の兆 候 は見 られ ない 。 しか しこの 地域 で は これか ら大 規 模 空 港 が

次 々 と開 港 す る予 定 で あ り勤,予 想 さ れ る航 空 需 要 に対 して 空港 側 の 供給 が 過

剰 で は な いか と危 惧 され る なか で,こ の よ うな ヨー ロ ッパ で の 試 み は参考 に な

るで あ ろ う。

VIお わ り に

日本をはじめ世界的に航空ネットワークの形成がほぼ完了し,航 空サービス

がより一般的なサービスになった。このような現代 においては,こ れからの空

港整備 ・運営 としては公平から効率の時代を迎えたといえるだろう。また従来

までは空港は航空機の離着陸のためめ基盤施設を提供するとい う機能.を果たせ

ばよかった。 しか し世界的な航空規制緩和が進行 している現在においては,物

理的な発着制限を解消 し自由競争を促進するという機能が空港に求められてい

る。

本稿ではこれからの空港整備 と財源方策,お よび空港経営の新たな視点をい

くつか取 り上げた。そのなかで開発利益還元策の空港整備への適用,お よび空

港整備財源の確保や資源(滑 走路やスロット)の 有効活用につながる限界費用

に基づいた料金政策の採用についてその可能性を検討した。また空港の商業的

側面を強調し,空 港間提携 という新 しい動向についても紹介 した。これらのな.

かには諸外国の空港においてすでに採 り入れられているものもあ り,全 国画一

的に国主導で空港整備を行い,ま た空港整備特別会計におけるプール制により

各空港の収支が明確ではない日本にとっては参考にすべ き点 も多いと考える。

今後 も増大 し多様化 してい くと思われる航空需要に対応 して空港整備を進めて

いくためには,空 港整備の制度,財 源の確保,管 理 ・運営方式,国 と地方との

役割分担等について再検討することが必要であるだろう。

12)ア ジ ア地 域 に おい て は これ か ら香 港 〔1998〕,ク ア ラ ル ン プー ル 〔1998〕
,広 州D998〕,ソ ヴ

ル 〔ユ999〕,バ ン コ ク 〔200田,高 雄 〔ZOOO〕,上 海 〔2000〕 で 新 空 港 が 開 港 す る予 定 で あ る 。
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